
平
成
二
十
八
年
四
月
八
日
受
領

答

弁

第

二

三

〇

号

内
閣
衆
質
一
九
〇
第
二
三
〇
号

平
成
二
十
八
年
四
月
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
票
に
お
け
る
労
働
条
件
と
実
際
の
労
働
条
件
と
の
食
い
違
い
の
改
善

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
票
に
お
け
る
労
働
条
件
と
実
際
の
労
働
条
件
と
の
食
い
違
い
の

改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

公
共
職
業
安
定
所
（
以
下
「
安
定
所
」
と
い
う
。
）
の
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
四
十
一
号
）
第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
個
人
情
報
等
に
つ
い
て
、
み
だ
り
に
他

人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
個
別
の
案
件
が
安
定
所
で
の
職

業
紹
介
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
含
む
個
人
情
報
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
求
職
者
等
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
や
雇
用
主
の
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
二
〇
二
号
。
以
下
「
前
回
答

弁
書
」
と
い
う
。
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。


